
苦情受付け担当者及び苦情解決責任者 第三者委員

・苦情解決責任者：久枝　啓介（施設長）

・苦情受付：橋元　紘治（生活相談員）

・苦情受付：中山　真由美（生活相談員）

※選任は理事長の責任で委嘱する

※任期は2年とし、再任を妨げない。

・久家　栄様

あんのん苦情解決の仕組み

社会福祉法人　敬昌会

・木村　孝市様

・綿川　祐一様

・加藤　麻由美様

【申出人】利用者・家族等 

苦情の申出 話し合い 

【苦情解決の仕組み】 

（口頭・書面・電話・メール等） 

【解決ができない場合】 

長崎県社会福祉協議会運営適正化委員会の活用 

 Tel:095-846-4177 

 FAX:095-846-4181 


